
（１）適切にインターネットを利用させましょう。

（２）家庭のルールをお子様と一緒に作りましょう。

ルールと
マナーを
守ることが
大事！

3 保護者ができる３つのポイント

● ネットデビュー ～初めてインターネットを利用させる場合

　お子様と一緒にインターネットを利用して、インターネットを適切
に利用するための知識・技術、情報モラルやコミュニケーション能
力をそれぞれ身につけさせましょう。

● 新しい機器をお子様に持たせる前に
　お子様の成長に合わせて、インターネットを利用させることが大
切です。お子様に機器を持たせる前に、まず、何のために必要なの
か、どのように使うのか、目的やルールを話し合いましょう。

　単なるプレゼントやご褒美で、安易に与えてしまうのではなく、目的
を明確にしましょう。また、機器を持たせる前に、フィルタリングやペア
レンタルコントロール機能を設定しましょう。例えば、お子様向けに機
能を制限した携帯電話などを使用することも有効な手段の一つです。

　モバイル端末は、保護者の目が行き届きにくくなるため、お子様の成
長に合わせて、使用させましょう。

　保護者が使っているモバイル端末はすべての情報が取得可能です。
そのまま貸し与えたり、使わなくなったモバイル端末を持たせる場合
には、お子様の利用環境に応じて、インターネット接続機能を制限し
て、自由に決済ができないようパスワード管理をしましょう。
　また、アドレス帳などの保護者の個人情報は、必要に応じて削除する
など、適切に管理しましょう。

● 持たせ始めが肝心
　トラブルに遭っていないか、過度の長時間利用になっていないか
など、こまめに利用状況を確認しましょう。
　お子様専用の機器として持たせる場合も、保護者が貸して使わせ
ているという意識付けをすることも有効な方法の１つです。保護者
の見守りが必要な機器であることを、最初にしっかり伝えましょう。

● 少しずつ利用できる範囲を広げる
　お子様がどの程度インターネットを使いこなす知識・技術、情報
モラルやコミュニケーション能力をそれぞれ身につけているかを
見極めましょう。そして、その成長に合わせて、持たせる機器やフィ
ルタリングの設定などを見直して、インターネットを利用させる範
囲やサービスを広げていきましょう。

● ご家庭のルールの具体例
　・困ったときはすぐに相談する。
　・友達にメールやメッセージのやり取りを強要しない。
　・インターネットを使わない子を仲間はずれにしない。
　・利用する場所や時間帯を決める。
　・パスワードは保護者が管理する。
　・お金がかかる場合は事前に相談する。
　・名前、顔写真、学校名などは書き込まない。
　・知らない人のメールに返信しない。
　・ルールを破ったら、一時利用禁止とする。

● ソーシャルメディアの利用について
　ソーシャルメディアは、インターネットにつながる人々 がコミュ
ニケーションができる「公共の場所」です。また、一度公開した
情報はインターネット上に残り、広がる可能性があります。
　実社会でやっていけないことは、インターネット上でも
やってはいけません。お子様には、情報モラルなどを身につ
けさせて、ルールやマナーを守って利用させましょう。
　・個人情報を書き込まない。
　・他人を誹謗中傷する書き込みをしない。
　・不確かな情報に注意する。   など

インターネットも
「公共の場所」

なんだね。

● ご家庭の利用状況に合わせて、お子様と一緒にルールを作りましょう。

トラブルのときはすぐに保護者に相談するよう話しておきましょう。
お子様から相談を受けたときに、慌てないように、事前に対応方法や
相談窓口を確認しておきましょう。

　フィルタリングやペアレンタルコントロール機能は、保護者の目が届
かないところでインターネットを利用する際に、保護者と決めたルール
の下で安全に安心して利用できるよう、お子様を見守るためのツール
です。
　フィルタリングで制限されてしまうサイトやアプリを使いたい場合で
も、フィルタリング自体を解除するのではなく、特定のサイトやアプリ
だけ利用できるように「カスタマイズ」することが可能です。

友達の保護者と連携しましょう。
　コミュニケーションアプリなど、グループ内でのメッセージのやり取
りが増えたことで、子ども達同士のトラブルが発生しています。保護者
同士で情報交換し、子ども達同士のルールを作るなど、学校、学級、地域
で連携して、お子様を見守る取組が大切です。

家庭のルールを作る際の心構えを確認しましょう。
　・お子様と一緒に、きちんと守れるルールを作りましょう。
　・ルール違反が明確になるルールを作りましょう。
　・ルールを気分しだいで運用しないようにしましょう。

お子様が使おうとしているサービスを一緒に見てみましょう。
一緒に見ることで、懸念されるリスクについて確認することができます。

お子様と話し合ってルールを作りましょう。
なぜルールが必要なのかを、お子様が理解することが大切です。ルール
を一方的に押し付けるのではなく、インターネットを使う目的をはっきり
させましょう。

お子様の利用状況を確認するルールを作りましょう。
お子様の利用履歴を勝手にチェックするのではなく、お子様と一緒に確
認し、問題がないか話し合いましょう。

ルール違反があった場合、次にどうすれば違反しないか
お子様と一緒に考えましょう。
一時利用禁止など、ルール違反があった場合のルールを事前に決めてお
くことで、ルールを守る責任感が生まれます。次に違反しないように話し
合いましょう。

チェックを入れて確認してみましょう。

（３）お子様に持たせる機器にはフィルタリングなどを設定しましょう。

● 購入のときに18歳未満の青少年に使用させることを伝える
　青少年インターネット環境整備法第17条第2項において、保護者
は18歳未満の青少年に使用させるために携帯電話・スマートフォンを
購入する場合は、携帯電話会社にその旨を伝える義務があります。

携帯電話会社は18歳未満の青少年が使用する場合には、保護者
から不要との申出がない限り、フィルタリングサービスを提供する
義務があります。

携帯電話
携帯電話会社の

フィルタリングシステム インターネット

携帯電話を購入する際に、携帯電
話会社のフィルタリングサービス
を申し込みましょう。

3G、4G回線や
LTEなど

携帯電話会社が自動的に違法・
有害情報の閲覧を防ぎます。
（ネットワーク上のフィルタリング）

守
守

Ａ 携帯電話を持たせる場合Ａ 携帯電話を持たせる場合


